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L/C発行依頼書の記入方法

輸入取引の開始にあたって、銀行に信用状の発行を依頼する際には、信用状開設依頼書を作成

して、これを提出します。

では、実際にはどのようなことを依頼書に記入するのでしょうか？

信用状の様式については、明確・正確かつ完全な指示によって、貿易取引を円滑に進めるた

め、国際商業会議所において信用状の標準様式が制定されていて、当行もこの形式に則っていま

す。

①ご依頼日:信用状の発行希望日がご依頼日

と異なる場合は、別途下段にご記入下さい。

信用状

開設依頼書

信用状開設依頼書の内容について、現在当行が実際に使ってい

る「APPLICATION FOR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT(信用状

発行依頼書)」に基づいて見ていきましょう。

第７号

②信用状の通知方法:現在当行では、

(電信)のみの取扱となっています。

③無確認信用状による発行:確認信用状＊とは、発行銀行以外の銀行が支払い保証を追加確

認した信用状のことです。発行銀行が、輸出者側にとって馴染みが薄い等の理由で不安が

ある場合に、この形式を用いることがあります。しかし、当行発行の信用状は海外からの

信用度が高いので、確認を要求されることはほとんど無く、原則としては無確認信用状で

発行しています。

④譲渡可能:譲渡可能信用状＊を発行する場合は、Transferableの表示が必要になります。

⑤通知銀行:輸出者に対し、信用状が発行されたことを通知＊する銀行を記入します。通常

は、輸出者の所在地または近接地にある、発行銀行のコルレス銀行＊を記入します。

⑥受益者名・住所:受益者名と住所を正確に

記入して下さい。速やかに通知できるよ

う、電話番号等が記入されていれば、なお

良いです。

⑦ご依頼人名・住所:信用状発行依頼人の名

称および住所を正確に記入して下さい。

⑧L/C発行金額＊:信用状金額を、通貨も表示

して正確に記入して下さい。

⑨有効期限＊と書類の提示場所:信用状の有効期限と、書類の呈示場所を記入して下さい。

信用状の有効期限は、船積期限に船積書類の呈示期間を加算した日付になります。

⑩船積期限＊:積出日の最終日を、明確に記入して下さい。

⑪呈示期間＊:船積書類の銀行への呈示期間を記入します。取引の性質等によって妥当な期

間は異なりますが、通常は10日程度、長くても21日以内と考えられます。

⑫船積地・陸揚地:特定の地点(港など)または特定の国・地域など、必要に応じて明確に記

入して下さい。

⑬分割船積＊:分割船積を許容する場合は「ALLOWED」、禁止する場合は「PROHIBITED」に

チェックして下さい。

⑭積替:積替を許容する場合は 禁止する場合は にチェックして下さ

い。
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○25取引条件:取引条件の明確な指図をして下さい。主なものは以下のとおりです。

FOB；船積港において、船上に商品を積み込むまでの値段。運賃と保険料は含まない。

CFR：FOBに運賃を加えた値段。保険料は含まない。

CIF：運賃・保険料とも込みにした値段。

○24 商品:荷物の名称を明確に記入して下さ

い。必要に応じて品質・数量＊・容積・重量

等を指定して下さい。単価と数量を指定す

る場合は、信用状金額と矛盾しないように

して下さい。

○23その他の書類:契約上、その他の書類が必

要な場合は、書類名 通数 作成者等を明示

して下さい。梱包明細書( )、原

産地証明書＊( )、重量容

積明細書＊( )等が

あります。

○22保険証券:取引条件がCIFの場合、原則として白地裏書の行われた保険証券2部を要求しま

す。付保金額は、商業送り状金額の110％以上です。また、CFRやFOBが取引条件で海上貨物

保険契約が輸入者負担の場合は、「INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT」にチェック

し、保険会社名をお知らせ下さい。

○21航空貨物運送状:航空便による輸送の場合は船荷証券に代わって航空貨物運送状が必要と

なります 当行を荷受人とし 船荷証券と同様 または を表

示して下さい。

○20船荷証券:船荷証券は通常、同等の効力をもった正本が3通発行されますが 原則として

全通の提出となります また取引条件(後述)が または の場合は (運賃

支払済) の場合は (運賃要支払) を表示して下さい。

⑮信用状の指定銀行と使用方法:信用状を使用できる銀行を、信用状通知銀行(ADVISING 

BANK)に限定する(RESTRICT)か、どの銀行(ANY BANK)でも良いことにするか、を明示して下

さい。また、信用状の使用方法について、「引受(BY ACCEPTANCE)」か「買取(BY NEGOTIA-

TION)」のいずれかを選んで下さい。他にも「一覧後払い」「後日払」がありますが、荷為

替のための信用状には、「引受」と「買取」が一般的です。

⑯満期の表示:輸出者が振り出す為替手形の期限を表示して下さい。一覧払とするか期限付

とするかは、発行依頼人と海外輸出業者との契約条件や、振出地・引受／支払地における

商慣行を考慮する必要があります。

⑰手 形 の 振 出 限 度 額:商 業 送 り 状

(COMMERCIAL INVOICE)の金額に対する、手

形限度額の割合を明示して下さい。商業送

り状金額全額を手形金額とする場合は、

「FULL INVOICE VALUE」にチェックして下

さい。

⑱手形支払銀行＊:特殊な条件がなければ、

特別な指示は不要です。

⑲商業送り状:必要とする通数を記入して下

さい。作成方法や記載事項について特別の

指定をする場合は、その内容を記入して下

さい。

○26特別条件
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用 語 解 説

L/C発行金額
後述の数量と同様に 発行金額も金額に を付

けると、10％以内の範囲で増減が許容される また

の欄に具体的な数字

を記入して増減額に対応することもできる。

有効期限・呈示期間
信用状の有効期限かつ呈示期間内に、銀行に手形・書類

が呈示されなければならない。また、信用状に呈示期間

が明示されていない場合は、船積書類の発効日後21日以

内に呈示されなければならない。

譲渡可能信用状
通常の信用状では、受益者は信用状に表示されている者

に限られる。しかし、信用状に「譲渡可能」の文言があ

る場合、第三者に信用状が譲渡されることが可能。譲渡

には次のような条件がある。

(信用状の)通知
当行からは信用状は電信で送付される。通常、通知銀行

ではこれを接受すると、通知書を作成し、受益者へ交付

する。

確認信用状
発行依頼人が確認の付与を依頼しても、発行銀行と通知

銀行の間にその取り決めが無いと、確認の取扱ができな

い場合がある。

重量容積明細書
公的検量人により発行された貨物の重量・容積・個数に

関する証明書。この数字が海上運賃の基礎となる。通常

は輸出地の公的機関等によって作成されるので、対外的

に証明書としての効力を有する。

(商品の)数量
工業製品のような包装貨物であれば、包装ごとに個数で

数えることができるが、貨物の種類によっては、誤差が

出やすいものもある。梱包せずバラで積み込むような物

は、大量に取引されることが多くなる。商品ごとに標準

的な軽量単位や取引単位が決まっていますが、慣習的に

多少の誤差が許容される。一方、定められた数量の出荷

が信用状による決済の前提なので、誤差が想定される場

合には、過不足の幅について信用状に適切に反映される

必要がある。信用状統一規則では が数量の

前に記載されていれば、10％の過不足を容認する、とさ

れているので、これで過不足許容条件に対処する場合も

ある。逆に過不足を許容しない場合は、その旨を明示し

なければならない。表示がないと5％以内の過不足が許

容されることになる。

手形支払銀行
通常は発行銀行のコルレス銀行を手形の支払銀行としま

すが、銀行では通貨の種類、コルレス契約等の状況を勘

案して支払銀行を選びますので、「drawn on」の後に

の文言が入る。

原産地証明書
貨物の原産地を証明する書類。所定の様式で作成し、各

地の商工会議所等の公共団体、政府機関、輸入国の領事

等が査証を行う。また現在日本は、いくつかの国と自由

貿易協定(FTA)や経済的連携協定(EPA)を結んでいるが、

これらの協定国との取引では、原産地証明書が必要。

船積期限と分割船積
分割船積の取引で船積時期を指定する場合は、注意が必

要。個々の船積時期・数量が決まっていないと、契約ど

おりのスケジュールによる船積でなくても、信用状上の

船積期限内であれば、輸入者は書類を受け取らなければ

なりません。また一部のみの船積では商品の価値が減少

するような場合には、分割船積の許容は慎重にしなけれ

ばならない。

コルレス銀行
Correspondent Bank。国際決済を行うにあたり、外国為

替取引の決済に関する契約であるコルレス契約

(Correspondent Agreement)を結んでいる銀行。海外の

銀行間には、為替決済について最終的な決済をする中間

銀行が存在しないため、このような契約を個々の銀行間

が締結している。
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